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職員の給与の状況  

 

 

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）  

区  分  住民基本台帳人口  

    (29年 1月 1日 ) 

 歳  出  額  

        Ａ  

実質収支  

 

人  件  費  

      Ｂ  

人件費率  

 Ｂ／Ａ  

(参考 ) 

27年度の人件費率  

28年度                人  

8 , 4 5 9  

      千円  

3 , 5 4 0 , 2 2 7  

    千円  

8 7 , 1 1 3  

    千円  

6 6 1 , 0 1 3  

      ％  

1 8 . 7  

              ％  

   1 6 . 9  

 

 ( 2 )  職員給与費の状況（普通会計決算）  

区  分  

 

職員数  

    Ａ  

給      与      費  一人当たり  

給与費  B / A  給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当  計  Ｂ  

28年度  

 

    人  

8 4  

    千円  

2 8 3 , 2 9 7  

    千円  

3 0 , 3 9 2  

    千円  

1 0 6 , 7 5 5  

    千円  

4 2 0 , 4 4 4  

       千円  

 5 , 0 0 5  

   （注）１  職員手当には退職手当を含まない。  

 ２  職員数は、 28 年４月１日現在の人数である。  

 

 (3) 特記事項  

 な し  

 

 (4) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２９年４月１日現在） 

   

区  分  平 均 年 齢      平均給料月額  平均給与月額  

一 般 行 政 職  39.2 歳  288,726  円  309,913 円  

技 能 労 務 職  52.4 歳  277,838 円  295,556 円  

（注）１  「平均給料月額」とは、平成 29 年４月１日現在における各職種の職員の基本給の平均で

ある。  

         ２  「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時

間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査

において明らかにされているものである。  

        

 

 (5) 職員の初任給の状況（２９年４月１日現在）  

区     分  度 会 町  三重県  国   

  

  

  一般行政職  

大  学  卒  167,600円   189,200円  
総合職 182,700円  

一般職 178,200円   

高  校  卒           146,100円   154,900円       146,100円   

技能労務職  

高  校  卒       143,500円   154,900円             －  円  

中  学  卒  127,900円     ―  円             －  円  
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(6) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２９年４月１日現在）  

    区     分   経 験 年 数 1 0 年          経 験 年 数 1 5 年           経 験 年 数 2 0 年         

一般行政職  
大  学  卒      236,400  円       278,700   円      311,900   円  

高  校  卒      211,200  円       250,500   円      292,900   円  

技能労務職  
高  校  卒      203,000  円       240,800   円      264,000   円  

中  学  卒       ―      円         ―       円         ―      円  

 

( 7 )  一般行政職の級別職員数の状況（２９年４月１日現在）  

区  分  標準的な職務内容  職員数  構成比   
 
 

 

 

 
 

  

1 級  
 

 

定 型 的 な 業 務 を 行 う 職 務  
 

         人  

 ７  
      

        ％  

 1 4 . 9  
  

 

2 級  
 

相 当 高 度 な 知 識 又 は 経 験 を 必 要 と す る 業 務 を

行 う 職 務  

         人  

 ９  
  

        ％  

 1 9 . 1  
  

 

3 級  
 

主 査 、 主 任  
         人  

 ９  
  

        ％  

 1 9 . 1  
  

 

4 級  
 

課 長 補 佐 、 主 幹 、 係 長 、 指 導 保 育 士  
 

         人  

1 3  
  

        ％  

 2 7 . 7  
 

 

5 級  
 

 
会 計 管 理 者 、 課 長 、 室 長  
特 に 高 度 な 知 識 又 は 経 験 を 必 要 と す る 業 務 を
行 う 課 長 補 佐 の 職 務 、 保 育 所 長 、 保 育 所 次 長  
 

         人  

 ７  
  

        ％  

 1 4 . 9  
 

 

6 級  
 

参 事 の 職 務  
極 め て 重 要 か つ 困 難 な 業 務 を 行 う 会 計 管 理 者 、
課 長 、 室 長 、 局 長 の 職 務  
 

         人  

 ２  
  

        ％  

  4 . 3  
 

  （ 注）１  度会町職員給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。  

２  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。  
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）  平成１８年に８級制から６級制に変更している。  

（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合）  
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 (8) 昇給への勤務成績の反映状況  

 休 職 、 休 業 期 間 の 有 無 を 反 映 す る 。    

 

（9）職員の手当の状況 

 

  ア  期末手当及び勤勉手当並びに退職手当の状況(29 年 4 月 1 日現在) 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

期末手当・勤勉手当  退 職 手 当  

（ 29年度支給割合）  

 期末手当       勤勉手当     

 2 . 6月 分    1 . 7月分  

  (1.45)月分     (0.80)月分  

（支給率）       自己都合    勧奨・定年  

勤 続 2 0 年           20.445月分   25.55625月分  

勤 続 2 5 年           29.145月分    34.5825 月分  

勤 続 3 5 年           41.325 月分   49.59  月分  

最高限度額       49.59月分     49.59  月分  

 

その他の加算措置  

定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置  2～ 4 5％ 加 算  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

・ 役 職 加 算  5～ 1 5％  

1人当たり平均支給額  (平 成 2 8年 度 )  

     1 3 , 6 1 0千 円  

 1人当たり平均支給額  (平 成 2 8年 度 )    

自己都合     勧奨・定年  

-  千 円   1 3 , 6 1 0千円  

 （注）  期末手当・勤勉手当支給割合の (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。  

  

 

  【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）  

休 職 、 休 業 期 間 の 有 無 を 反 映 す る 。  

 

  イ  地域手当の状況  （２９年４月１日現在）  

  度会町制度なし  

 

   ウ  特殊勤務手当の状況（２９年４月１日現在）  

支給実績（２８年度決算）                       825  千円  

支給職員１人当たり平均支給年額２８年度決算）                     165,120   円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（２８年度）                         5.3   ％  

手当の種類（手当数）                ３  

手当の名称  主な支給対象職員  主な支給対象業務  左記職員に対する  

支給単価 

 

 

 

感 染 症 防 疫  

作 業 手 当  

 

 

 

感 染 症 防 疫 に  

従 事 す る 職 員  

感 染 症 が 発 生 し 、 又 は 発 生 す る お

そ れ が あ る 場 合 に お い て 、 感 染 症

患 者 若 し く は 感 染 症 の 疑 の あ る

患 者 の 救 護 若 し く は 感 染 症 菌 の

附 着 し た 物 件 若 し く は 附 着 の 危

険 が あ る 物 件 の 処 理 作 業 に 従 事

し た と き 、 又 は 伝 染 病 菌 を 有 す る

家 畜 若 し く は 伝 染 病 菌 を 有 す る

疑 の あ る 家 畜 に 対 す る 防 疫 作 業  

 

 

 

1日につき 700円を

超えない範囲内  

ゴミ収集作業手当  美 化 セ ン タ ー 作 業 員  ご み 収 集 業 務  日額    600円  

郡 指 導 主 事  

特 殊 勤 務 手 当  

度 会 郡 指 導 主 事 室 勤 務

指 導 主 事  

度 会 郡 指 導 主 事 室 の 指 導

主 事 業 務  

月 額  1 6 , 2 0 0円  
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  エ  時間外勤務手当の状況  

支  給  実  績（ 28年度決算）  
               

9 , 8 7 0   千円  

職員１人当たり平均支給年額（ 28年度決算）  
               

1 2 1   千円  

支  給  実  績（ 27年度決算）  
               

1 1 , 1 9 2   千円  

職員１人当たり平均支給年額（ 27年度決算）  
               

1 4 2   千円  

  

 

 

   オ  その他の手当の状況（２９年４月１日現在）  

 

手  当  名  

 

内容及び支給単価  
国 の 制 度  

と の 異 同  

国 の 制 度 と  

異 な る 内 容  

 扶 養 手 当      

・ 子    月 額  8 , 0 0 0円  

・ 配 偶 者  月 額 1 0 , 0 0 0円  

・ 父 母 等  月 額  6 , 5 0 0円  

（ 職 員 に 配 偶 者 が い な い 場 合 に あ っ て は

そ の う ち １ 人 に つ い て は 1 0 , 0 0 0円 ）  

・ 満 1 5歳 に 達 す る 日 後 の 最 初 の 4月 1日 か

ら 満 2 2歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 3月 3 1

日 ま で の 間 に あ る 子 が い る 場 合 は 、1人 に

つ き 5 , 0 0 0を 加 算  

同  

 

 住 居 手 当      

借 家 、 ア パ ー ト 等 の 家 賃 が 月 額 2 5 , 0 0 0円

を 超 え る 場 合 に 支 給  

・ 月 額 3 5 , 0 0 0円 以 下 の 場 合  家 賃 ― 2 5 , 0

0 0円  

・ 月 額 3 5 , 0 0 0円 を 超 え る 場 合 (家 賃 ― 3 5 , 0 0

0円 )× 1 / 2＋ 1 0 , 0 0 0円  

 た だ し 上 限 額 2 6 , 0 0 0円  

異  

支 給 要 件 の 家 賃 月 額 を 国

の 基 準 よ り 高 く 設 定 。  

職 員 所 有 の 新 築 住 宅 等 に

対 す る 手 当 を 廃 止 。  

配 偶 者 等 の 居 住 す る 借 家

に 対 す る 支 給 な し 。  

 通 勤 手 当      

自 動 車 等 を 使 用 し て の 通 勤 距 離 （ 片 道 ）  

5㎞ 以 上 1 0㎞ 未 満   2 , 0 0 0円  

1 0㎞ 以 上 1 5㎞ 未 満  4 , 2 0 0円  

1 5㎞ 以 上 2 0㎞ 未 満  7 , 1 0 0円  

2 0㎞ 以 上 2 5㎞ 未 満 1 0 , 0 0 0円  

2 5㎞ 以 上 3 0㎞ 未 満 1 2 , 9 0 0円  

3 0㎞ 以 上 3 5㎞ 未 満 1 5 , 8 0 0円  

3 5㎞ 以 上 4 0㎞ 未 満 1 8 , 7 0 0円  

4 0㎞ 以 上 4 5㎞ 未 満 2 1 , 6 0 0円  

4 5㎞ 以 上 5 0㎞ 未 満 2 4 , 4 0 0円  

5 0㎞ 以 上 5 5㎞ 未 満 2 6 , 2 0 0円  

5 5㎞ 以 上 6 0㎞ 未 満 2 8 , 0 0 0円  

6 0㎞ 以 上 6 5㎞ 未 満 2 9 , 8 0 0円  

6 5㎞ 以 上     3 1 , 6 0 0円  

公 共 交 通 機 関 制 度 有 り  

異  

国 は 片 道 2㎞ 以 上 か ら 支

給 。  

 

2㎞ 以 上  

5㎞ 未 満  

2 , 0 0 0円  

 

5㎞ 以 上  

1 0㎞ 未 満  

4 , 2 0 0円  

… と 、5㎞ ご と の 支 給 額 が

一 段 ず つ 異 な る 。  

 管理職手当  
月 額 2 5 , 0 0 0円 （ 定 額 ）  

異  
支 給 額 が 異 な る  
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休日勤務手当  

勤 務 1時 間 当 た り の 給 与 額 に 1 3 5 / 1 0 0を 乗

じ た 額  

（ 午 後 1 0時 ～ 午 前 ５ 時 ま で の 場 合 、 さ ら に  

2 5 / 1 0 0を 加 算 ）  

 

同  

 

 

時 間 外 勤 務

手 当  

勤 務 1時 間 当 た り の 給 与 額 に 1 2 5 / 1 0 0を 乗

じ た 額  

（ 午 後 1 0時 ～ 午 前 ５ 時 ま で の 場 合 、 さ ら に  

2 5 / 1 0 0を 加 算 ）  

※ 代 休 に よ る 対 応 あ り  

 

同  

 

 

 

 

(10) 特別職の報酬等の状況（２９年４月１日現在）  

 

  

 給  

  

 

 

料  

 

  

 町   長  

 

 

副  町  長  

 

 

 

717,000 円  

（ 730,000円）  

 

554,000 円  

（ 560,000円）  

 

  

 報  

 

 

 酬  

 

議      長  

 

副   議   長  

 

議      員  

 

276,000円  

（  ―  円）  

212,000円  

（  ―  円）  

193,000円  

（  ―  円）  

 

 期  

 末  

 手  

 当  

 

 町   長  

副   町   長  
（ 29年度支給割合）  

4.3月分  

議      長  

副   議   長  

議      員  

（ 29年度支給割合）  

3.2月分  

 退  

 職  

 手  

 当  

 

 

 町   長  

副  町  長  

 

 （算定方式）             （支給時期）  

給与月額×41.6/100×任期月数       任期毎 

給与月額×25/100×任期月数        任期毎 

 

備    考   

  (注 ) 給料及び報酬の（  ）内は、減額措置を行う前の金額である。  

     

 

 

 

 



　等級及び職制上の段階ごとの職員数（平成29年4月1日現在）

行政給料表（一）により給与を支給する者

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

1級 定形的な業務を行う職務 13 15.6

2級
相当高度な知識又は経験を必要とする
業務を行う職務

15 18.1

主任保健師
主任保育士
主任栄養士

主査

1
4
1
14

計 20

課長補佐
係長

指導保育士

2
15
1

計 18

課長
保育所長

保育所次長
子育て支援センター長

10
3
1
1

計 15

6級
参事の職務
極めて重要かつ困難な業務を行う会計
管理者、課長、室長の職務

2 2.4 課長 2 2 2.4 参事級

83 100 83 83 100

※特別職、技能労務職その他臨時職員等は含みません。

15 18.1 課長級

主査・主任級

4級 課長補佐、主幹、係長、指導保育士 18 21.7 18 21.7
課長補佐・
係長級

等　級

合　計

28 33.7主事 28

3級 主査、主任 20 24.1 20 24.1

5級
会計管理者、課長、室長、局長
特に高度な知識又は経験を必要とする
業務を行う課長補佐の職務

15 18.1

主事級

職制上の段階内訳合計等級別基準職務表に規程する基準とな
る職務



職員の任免及び職員数に関する状況 
 

① 平成２８年４月１日                   ②平成２９年４月１日新規採用者数 

～平成２９年３月３１日退職者数 

  （単位：人）                           （単位：人） 

   退職者内訳 

 

 男 女 計 
定年 普通 応募認定 懲戒 

男 ０ ０ ０ ０ 一般行政職 ０ ２ ２ 

女 ４ ０ 0 ０ 保育士 １ １ ２ 

計 ４ ０ ０ ０ 労務職 0 ０ ４ 

 

 

③  員数                                   平成２９年４月１日現在 

 男 女 計 対前年比 

一般職（正規職員） ４３人 
４２人 

（内保育士１９人） 
８５人 ２人 

労務職（正規職員） ３人 ５人 ８人 －２人 

正規職員合計 ４６人 ４７人 ９３人 ０人 

臨時職員 ２０人 ５５人 ７５人 ５人 

 

 
職員の福祉及び利益の保護の状況 

 
（１）健康管理事業の状況 

労働安全衛生法及び度会町職員衛生管理規程に基づき、職員の安全と健康を確保するため

下記の健康管理事業を実施しています。 
事業の名称 事業の内容 
職員健康診断 

(年 1回) 職員の一般的な健康状態を把握し、適切な就業上の措置や保健指導を実施 

その他の健康管理

事業 
快適な職場環境を実現し職員の安全と健康を確保するため、安全衛生管理

事業、超過勤務者への面接、メンタルヘルス研修等を実施 
 

  

 (２）互助会への負担金の支払について 

      平成 28年度負担金支払額  1,325,433円（三重県市町職員互助会） 

                       

（３）その他福利厚生事業 
共済制度・・・・・地方公務員等共済組合法に基づき共済組合にて対応、実施 

   平成 28年度負担金支払額   88,728,381円（三重県市町村職員共済組合） 

                 1,835,554円（三重県公立学校共済組合） 

公務災害補償・・・地方公務員災害補償法に基づき地方公務員災害補償基金にて実施。 
平成 26年度負担金支払額    588,585円 

平成 27年度負担金支払額    572,918円 

平成 28年度負担金支払額    585,346円 

 

 



(4)互助会制度について

互助会等に対する公費負担状況等について（平成28年度）
互助会等
に対する

公費負担額
（単位：千円）

【Ａ】のうち互助会等
の事務費・人件費に
充当している公費負
担額（単位：千円）

会員掛金
総額

（単位：千円）

互助会
会員数

（単位：人）

会員一人当たり
の公費の補助
金額(事務を含

まない)
（単位：円）

会員一人当た
りの公費の

補助金額(事務
費を含む)
（単位：円）

公費負担率
(事務費を含まない)

（単位：％）

公費負担率
(事務費を含む)

（単位：％）

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） (A－B)/（D) (A)/（Ｄ) (A-B)/(A-B+C) (A)/(A+C)

1,325 413 1,953 94 9,702 14,095 31.8% 40.4%

福利厚生事業の概要（平成29年4月1日現在・（一財）三重県市町職員互助会分）

負担区分

結婚祝金 掛金100％

銀婚祝金 掛金100％

出産祝金 掛金100％

入学祝金 掛金100％

卒業祝金 掛金100％

健康診断補助金 負担金100％

予防接種補助金 負担金100％

活力づくり補助金 掛金60％・負担金40％

自己実現支援補助金 掛金60％・負担金40％

職場研修助成金 掛金60％・負担金40％

掛金100％
　　入院1日につき　会員 2,000円　配偶者及び子　1,300円

　度会町では、職員の福利厚生増進を図るため、（一財）三重県市町職員互助会（一部は、三重県公立学校職員
互助会）に加入し、福利厚生事業を実施しています。
平成29年度の福利厚生事業の概要について以下のとおり公表いたします。

事業名称 事業内容

給付事業

会員が婚姻したとき　50,000円

会員が婚姻し、満２５年を迎えたとき　30,000円

会員及び会員の配偶者が出産したとき　30,000円

会員の扶養家族が小学校及び中学校に入学したとき　10,000円

会員の扶養家族が中学校を卒業したとき　10,000円

弔慰金

会員、会員の配偶者及び家族が死亡したとき

掛金100％

元気回復事業

会員がリフレッシュのため宿泊施設等を利用したとき（上限20,000円）

会員が自己啓発のために要する費用への補助　費用の2分の1　上限3,000円

所属長等が職員を対象に研修事業を実施したとき　会員1人あたり3,000円

　　会員　100,000円

　　会員の配偶者、子　50,000円　実父母　20,000円

健康増進事業
健康診断受診に要する費用の一部として会員1人あたり5,000円上限に補助

インフルエンザの予防接種に要する費用の一部として会員1人あたり1,500円上限に補助

入院見舞金
会員、会員の配偶者及び子が病気、負傷等で入院したとき



勤務時間及びその他の勤務条件 
 
① 勤務時間の状況                (平成２９年４月１日現在) 

 
②休暇の種類 

有給休暇 20 日  
夏期休暇 5 日  

選挙権その他公民としての権利行使 
必要と認められる期間 

 
証人等としての裁判所等への出頭  

骨髄提供のための休暇  
ボランティア休暇 5 日以内  

結  婚 ５日以内(土日含む)  

育児時間 1 日 2 回それぞれ 
30 分以内(男性可)  

妻の出産 2 日以内  

男性職員の育児参加のための休暇 5 日以内  

子の看護のための休暇 5 日以内  

父母の祭日(法要) 1 日以内  
就業禁止 

(安衛法第 68 条に基づくもの) 必要最小限 職専免 

年末年始 
土日祝日 

12 月 29 日から 
1 月 3 日まで 閉庁日 

産前休暇 6 週間(多胎 14 週間)  
産後休暇 8 週間 

育児休暇(無給) 当該子が満 3 歳に達する日までの期間 
介護休暇(無給) 3 回を越えず、かつ通算して 6 ヶ月の期間内 

＊ 職専免･･･職務専念義務の免除の略 
＊ 安衛法第 68条･･･労働安全衛生法第 68条（病者の就業禁止）／事業者は、伝染性の疾病その他

の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めると
ころにより、その就業を禁止しなければならない。 

 
 

②  介護休暇取得者数             ０名（平成２９年４月１日現在） 
③  育児休業及び部分休業の取得者数 育児休業 ４名（平成２９年４月１日現在） 
                   部分休業 ３名（平成２９年４月１日現在) 

 

 

   

１日の正規勤務時間・・・ ７時間４５分 
１週間の正規勤務時間・・３８時間４５分 
開始時刻・・・・・・・・ ８：３０ 
終了時刻・・・・・・・・１７：１５ 
休憩時間・・・・・・・・１２：３０～１３：３０（６０分間） 
 
 
 

8：30 

12：30 
 13：30 

17：15 



職員の研修及び勤務成績の評定の状況 
 
①  職員の研修状況 (平成２８年度)           (単位：人) 

 

種 別 内 容 受講者数 備 考 

自
治
会
館
等
が
支

援
実
施
す
る
研
修 

階層別研修 経験年数及び階級別研修 ８  

能力開発型研修 専門的な内容を受講し、技術の

習得及び能力の向上を計る ９  

自主研修 
講演、先進地事例、意見交換、

協議を行うことにより、理解を

深め、行政事務に役立てる 
０  

職場研修 職員メンタルヘルス研修 
防災研修 町職員対象  

 
② 勤務成績の評定状況(平成２９年４月１日現在)  
  試行的に能力評価及び業績評価を実施しています。 
 
職員の分限及び懲戒処分の状況 
 
措置要求の件数 ０件     不服申立ての件数 ０件 
 
職員の服務状況 
 
① 職務に専念する義務 
（地方公務員法第３５条）職務に専念する義務 

職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の

すべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ、従

事しなければならない。 
（地方公務員法第３８条）営利企業等の従事制限 
②  服務状況（平成２８年度 時間外勤務・休暇取得状況） 

有給休暇  ２０日  

（平均取得日数）  
（消化率）  

  ５．６７日  
１４．７％  

夏期休暇  ５日  

（消化率）  ９６  ．４％  

時間外勤務  
（年間  総計時間）  

＜職員一人当たりの時間外勤務の総数について＞  
平成 27 年度  6,916 時間（一人当たり平均 81.4 時間）  
       １位  634 時間（福祉保健課）  
       ２位  575 時間（福祉保健課）  
       ３位  362 時間（産業振興課）  
平成 28 年度  6,776 時間（一人当たり平均 74.5 時間）  
       １位  456 時間（産業振興課）  
       ２位  388 時間（産業振興課）  
       ３位  347 時間（総務課）  

特別休暇  
(取得状況 ) 

取得者数          １９名  （内病休８名）  
内病休者の休暇取得日数         ３１３日  
内病休者休暇平均取得日数         ３９日  

休職者  
取得者数                 ３人  
取得日数               ２８７日  

※時間外勤務実績は年度単位、その他は年単位で算出しています。 
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